
港
湾
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
八
号
）
第
三
条
の
三
第
九
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
広
島
港
港
湾

計
画
の
変
更
の
概
要
を
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

 
 

平
成
二
十
七
年
三
月
二
十
六
日 

広
島
港
港
湾
管
理
者 

広
島
県 

代
表
者 

広
島
県
知
事 

湯 
 

﨑 
 

英 
 

彦 

一 

港
湾
計
画
の
変
更
の
概
要 

 
 

平
成
十
一
年
四
月
十
五
日
付
け
広
島
県
報
に
よ
っ
て
そ
の
概
要
を
公
告
し
た
広
島
港
港
湾
計
画
に
つ
い

て
変
更
し
た
事
項
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。 

１ 

公
共
埠
頭
計
画 

地 

区 

名 
施 

 

設 
 

及 
 

び 
 

規 
 

模 

宇 
 
 

品 

岸
壁 

水
深
一
二
メ
ー
ト
ル 

一
バ
ー
ス 

二
六
〇
メ
ー
ト
ル 

岸
壁 

水
深
一
〇
メ
ー
ト
ル 

三
バ
ー
ス 

七
〇
〇
メ
ー
ト
ル 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
う
ち
一
バ
ー
ス
既
設
二
八
〇
メ
ー
ト
ル
）

埠
頭
用
地 

一
〇
ヘ
ク
タ
ー
ル
（
荷
捌
施
設
用
地
及
び
保
管
施
設
用
地
） 

２ 

水
域
施
設
計
画 

地 

区 

名 

施 
 

設 
 

及 
 

び 
 

規 
 

模 

 

航
路 

第
一
航
路 

水
深
一
二
～
一
四
メ
ー
ト
ル 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

幅
員
三
〇
〇
～
四
〇
〇
メ
ー
ト
ル 

宇 
 
 

品 

航
路
・
泊
地 

水
深
一
二
メ
ー
ト
ル 

一
七
ヘ
ク
タ
ー
ル 

泊
地 

水
深
一
二
メ
ー
ト
ル 

二
ヘ
ク
タ
ー
ル 

３ 

土
地
造
成
計
画 

地 

区 

名 

施 
 

設 
 

及 
 

び 
 

規 
 

模 

宇 
 
 

品 

埠
頭
用
地 

既
定
計
画
の
削
除 

４ 

土
地
利
用
計
画 

地 

区 

名 

施 
 

設 
 

及 
 

び 
 

規 
 

模 

宇 
 
 

品 

埠
頭
用
地 

二
一
ヘ
ク
タ
ー
ル 

港
湾
関
連
用
地 

一
四
ヘ
ク
タ
ー
ル 

５ 

国
際
海
上
輸
送
網
又
は
国
内
海
上
輸
送
網
の
拠
点
と
し
て
機
能
す
る
た
め
に
必
要
な
施
設 

地 

区 

名 

施 
 

設 
 

及 
 

び 
 

規 
 

模 

 

第
一
航
路 

水
深
一
二
～
一
四
メ
ー
ト
ル 

幅
員
三
〇
〇
～
四
〇
〇
メ
ー
ト
ル 

宇 
 
 

品 

航
路
・
泊
地 

水
深
一
二
メ
ー
ト
ル 

一
七
ヘ
ク
タ
ー
ル 

泊
地 

水
深
一
二
メ
ー
ト
ル 

二
ヘ
ク
タ
ー
ル 

岸
壁 

水
深
一
二
メ
ー
ト
ル 

一
バ
ー
ス 

二
六
〇
メ
ー
ト
ル 



６ 

大
規
模
地
震
対
策
施
設 

地 

区 

名 

施 
 

設 
 

及 
 

び 
 

規 
 

模 
宇 

 
 

品 

岸
壁 

水
深
一
二
メ
ー
ト
ル 

一
バ
ー
ス 

二
六
〇
メ
ー
ト
ル 

二 

港
湾
計
画
の
縦
覧
の
場
所 

 
 

広
島
県
土
木
局
港
湾
漁
港
整
備
課
（
広
島
市
中
区
基
町
一
〇
番
五
二
号
） 


